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は
じ
め
に

古
事
記
上
巻
、
少
名
毘
古
那
神
が
常
世
国
へ
と
旅
だ
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
に
よ
り
、
大
国
主
神
は
新
た
に
国
作
り
の
補
助
者
を
探
す
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
海
の
彼
方
か
ら
光
り
輝
く
も
の
が
や
っ
て
く

る
。し

か
し
、
こ
こ
で
は
、
大
国
主
神
の
補
助
者
た
る
そ
の
神
に
つ
い

て
名
は
明
示
さ
れ
な
い
。
た
だ
「
光
レ
海
依
来
之
神
」
ま
た
「
坐
二

御
諸
山
上
一
神
」
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
直
前
に
、
少
名
毘

古
那
神
の
名
に
関
わ
る
一
節
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
な
お
さ
ら
不

審
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

一
方
、
日
本
書
紀
巻
第
二
神
代
下
・
第
八
段
一
書
第
六
で
は
、
大

己
貴
神
の
も
と
に
海
を
照
ら
し
て
や
っ
て
来
た
神
が
、
自
ら
「
吾
是

汝
之
幸
魂
・
奇
魂
也
」
と
述
べ
、
そ
し
て
地
の
文
で
は
「
大
三
輪
之

神
」
と
し
て
定
位
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
大
物
主
神
」
の
名
は
示
さ

れ
な
い
も
の
の
、
当
該
段
の
冒
頭
で
は
、「
大
国
主
神
、
亦
名
二
大

物
主
神
一
」
と
あ
っ
て
、
一
書
の
全
体
と
し
て
は
「
大
三
輪
之
神
」

が
大
物
主
神
で
あ
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
あ
り
方
を
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
、
書
物
と
し
て
の

成
立
か
ら
考
え
れ
ば
、両
書
に
先
行
す
る
共
通
の
資
料
が
あ
っ
た
が
、

古
事
記
の
段
階
で
は
「
幸
魂
・
奇
魂
」「
大
三
輪
之
神
」
に
相
当
す

る
箇
所
が
脱
落
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る

い
は
、
そ
う
い
っ
た
記
事
が
先
行
資
料
に
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
日

本
書
紀
に
お
い
て
加
筆
さ
れ
た
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。

そ
の
場
合
、
先
行
資
料
に
そ
れ
ら
の
記
載
内
容
が
あ
っ
た
か
な
か
っ

た
か
、
と
い
う
次
元
で
の
議
論
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

成
長
す
る
大
物
主
神

植　

田　
　

麦
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し
か
し
、
古
事
記
に
は
古
事
記
の
、
日
本
書
紀
に
は
日
本
書
紀
の

作
品
構
成
が
あ
っ
て
、
古
事
記
の
問
題
を
原
資
料
の
在
り
よ
う
に
ゆ

え
ん
を
求
め
て
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
む
し
ろ
古
事
記
の

場
合
、
作
品
の
な
か
で
相
応
の
理
由
が
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
名
が
示

さ
れ
な
い
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

論
者
は
こ
れ
ま
で
、
古
事
記
に
お
け
る
名
と
称
の
問
題
に
つ
い
て

考
え
て
き
た
（
植
田
・
二
〇
一
三
Ａ
、
植
田
・
二
〇
一
三
Ｂ
、
植
田
・

二
〇
一
四
等
）。
こ
れ
ら
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、
端
的
に
い
え
ば
、

古
事
記
の
な
か
で
、
名
が
あ
り
な
が
ら
そ
の
名
が
示
さ
れ
な
い
こ
と

に
は
、
文
脈
に
応
じ
た
、
あ
る
い
は
作
品
構
成
に
応
じ
た
理
由
が
あ

り
、
ま
た
、
名
の
代
わ
り
に
提
示
さ
れ
た
称
に
も
ま
た
意
味
が
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
当
該
箇
所
に
お
い
て
も
名
が
示

さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
古
事
記
に
お
け
る
大
物
主
神
に
つ
い
て
の

先
行
緒
論
を
確
認
し
た
う
え
で
、
大
物
主
神
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て

考
え
た
い
。１

．
先
行
研
究
の
検
討

大
物
主
神
に
つ
い
て
は
、
成
立
論
・
作
品
論
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
か

ら
、
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た
。
紙
幅
の
都
合
か
ら
そ
れ
ら
す

べ
て
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
本
稿
に
関
わ
る

も
の
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
稿
の
主
た
る
目
的
は
、
古
事
記
に
お
け
る
「
大
物
主
神
」
に
つ

い
て
、
そ
の
名
を
示
す
こ
と
、
あ
る
い
は
示
さ
な
い
こ
と
が
い
か
な

る
意
味
を
も
ち
う
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

大
物
主
神
が
古
事
記
の
な
か
で
い
か
な
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
か
を
み
さ
だ
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
た
め
大
物
主
神
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
神
名
と
そ
の
あ
り
方
に

つ
い
て
の
先
行
研
究
を
み
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
壬
生
幸
子

（
一
九
七
七
）
は
、
ま
ず
古
事
記
中
の
「
物
」
の
用
例
を
検
討
し
た

う
え
で
、「
物
に
は
、
刺
激
が
あ
れ
ば
発
動
し
、
神
を
生
み
出
す
因

と
な
っ
た
り
災
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
一
種
の
力
を
も
つ
相
が
あ

る
」
こ
と
を
認
め
た
。
そ
し
て
、「
偉
大
な
る
（
大
）・
物
の
・
支
配

者
（
主
）
の
・
神
」
た
る
大
物
主
神
は
、
国
の
統
治
者
と
協
力
す
る

関
係
に
あ
り
、
祭
祀
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
闇
な
「
物
」
の

発
動
を
抑
え
て
統
治
の
平
穏
を
保
証
す
る
」
神
と
し
て
あ
る
こ
と
を

論
じ
た
。

壬
生
の
論
は
、
大
物
主
神
に
つ
い
て
負
の
性
質
の
み
な
ら
ず
正
の

性
質
を
、「
物
」
の
用
例
か
ら
解
釈
す
る
点
で
、
極
め
て
妥
当
な
も

の
と
判
断
し
う
る
。

大
物
主
神
の
複
層
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
矢
嶋
泉
（
二
〇
〇
五
）

も
「
た
だ
一
つ
の
神
名
で
語
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
複
数
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の
情
報
は
互
い
に
抵
触
し
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
を
含
み
、
統
一
的
な
神

格
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
述
べ
て

い
る
。
続
け
て「
祟
り
は
こ
の
神
の
本
質
と
は
関
わ
り
が
な
い
。『
古

事
記
』
の
大
物
主
神
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
生
成
力
の
面
か
ら
捉
え

る
べ
き
も
の
と
考
え
る
」
と
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
祟
り
神
と
し

て
の
大
物
主
神
像
は
強
く
否
定
さ
れ
る
。
矢
嶋
は
、「
大
物
主
神
は

国
作
り
の
協
力
者
と
し
て
出
現
す
る
の
を
最
初
と
す
る
」
こ
と
に
基

本
的
な
大
物
主
神
像
を
認
め
る
。
崇
神
天
皇
条
に
お
け
る
疫
病
の
流

行
は
、
大
物
主
神
の
個
別
な
性
質
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、「
疫
病

猖
獗
の
契
機
は
大
物
主
神
を
含
む
天
神
地
祇
す
べ
て
を
奉
祭
す
る
こ

と
で
断
た
れ
」
る
こ
と
か
ら
、「
国
家
制
度
の
起
源
」
と
し
て
位
置

づ
け
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

壬
生
・
矢
嶋
の
説
は
、
大
物
主
神
を
祟
り
神
と
す
る
桎
梏
か
ら
解

放
し
、
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
存
在
、
生
成
の
性
質
を
み
る
と
こ
ろ
に

共
通
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
所
説
を
承
け
、
小
濱
歩
（
二
〇
〇
七
Ａ
）
は
「
何
故
神

代
の
時
点
で
こ
の
神
名
が
直
接
伝
承
本
文
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
」と
し
て
、

「「
大
物
主
神
」
と
い
う
神
名
が
あ
る
意
図
の
も
と
に
使
い
分
け
ら
れ

て
い
る
可
能
性
」
と
「
基
準
」
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
皇
室
の

側
が
「
葦
原
中
国
に
ひ
し
め
く
鬼
類
や
悪
神
、
精
霊
等
を
含
め
た
国

つ
神
た
ち
の
統
括
者
」
た
る
大
物
主
神
と
婚
姻
・
祭
祀
に
よ
っ
て
「
天

の
下
の
秩
序
を
安
定
さ
せ
」
る
際
、
皇
室
の
側
か
ら
形
容
し
た
神
名

が
「
大
物
主
神
」
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
ま
た
、

つ
つ
が
な
く
安
定
し
た
関
係
を
取
り
結
べ
た
場
合
に
は
、
そ
の

神
を
祭
る
祭
場
や
、
祭
り
の
担
い
手
と
な
る
氏
族
の
名
を
冠
し

て
、御
諸
山
の
神
、大
三
輪
の
神
な
ど
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
し
て
い
る
。

谷
口
雅
博
（
二
〇
一
三
）
も
ま
た
、「
神
名
が
神
の
性
質
を
表
す

も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、「
御
諸
山
の
上
に
坐
す
神
」
と
い
う

の
と
、「
大
三
輪
神
」
と
い
う
の
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
」
と

し
て
、
当
該
条
に
お
け
る
称
と
名
の
在
り
よ
う
に
着
目
し
て
い
る
。

そ
し
て
、「
大
物
主
神
は
、
モ
ノ
を
発
動
さ
せ
る
神
・
モ
ノ
の
威
力

を
体
現
化
す
る
神
」
で
あ
り
、「
名
付
け
ら
れ
て
い
な
い
神
が
、
不

分
明
な
「
物
」
の
神
と
し
て
発
動
し
、
や
が
て
名
付
け
ら
れ
た
神
と

し
て
鎮
ま
る
」
と
述
べ
る
。
谷
口
は
ま
た
、
谷
口
（
二
〇
〇
八
）
に

お
い
て
、
大
物
主
神
を
「「
倭
」
の
神
と
し
て
位
置
づ
け
る
点
に
登

場
の
所
以
が
あ
る
」
と
論
じ
、
ま
た
中
巻
（
神
武
天
皇
条
・
崇
神
天

皇
条
）
に
お
け
る
大
物
主
神
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
も
、「
婚
姻
・

祭
祀
の
中
心
を
な
す
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「「
負
の
存
在
か
ら
正
の
存
在
へ
の

転
化
」
に
あ
っ
た
」
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
時
の
論
考
で
は
、
古
事
記
に
お
け
る
大
物
主
神
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を
負
の
存
在
・
祟
り
神
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
の

存
在
と
し
て
い
か
に
読
み
取
る
べ
き
で
あ
る
か
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
名
と
称
の
在
り
よ
う
に
お
い
て
も
、
文
脈
に
応
じ

た
位
置
づ
け
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
確
認
を
踏
ま
え
て
、
古

事
記
に
お
け
る
大
物
主
神
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。

２
．
古
事
記
に
お
け
る
大
物
主
神

古
事
記
中
、
大
物
主
神
は
当
該
箇
所
を
含
め
て
四
度
、
そ
の
存
在

が
示
さ
れ
る
。
う
ち
、
三
例
は
中
巻
（
神
武
天
皇
条
・
崇
神
天
皇
条
）

に
入
っ
て
か
ら
で
、
さ
ら
に
崇
神
天
皇
条
で
は
連
続
す
る
物
語
の
な

か
に
大
物
主
神
の
名
が
示
さ
れ
る
。

① 　

於
是
、
大
国
主
神
愁
而
告
、
吾
独
何
能
得
レ
作
二
此
国
一
。
孰

神
与
レ
吾
能
相
二
作
此
国
一
耶
。
是
時
、
有
二
光
レ
海
依
来
之
神
一
。

其
神
言
、能
治
二
我
前
一
者
、吾
、能
共
与
相
作
成
。
若
不
レ
然
者
、

国
、
難
レ
成
。
爾
、
大
国
主
神
曰
、
然
者
、
治
奉
之
状
、
奈
何
、

答
言
、
吾
者
、
伊
二
都
岐
奉
于
倭
之
青
垣
東
山
上
一
。
此
者
、

坐
二
御
諸
山
上
一
神
也
。 

（
上
巻　

大
国
主
神
）

②　

然
、
更
求
下
為
二
大
后
一
之
美
人
上
時
、
大
久
米
命
白
、
此
間

有
二
媛
女
一
。
是
、謂
二
神
御
子
一
。
其
、所
三
以
謂
二
神
御
子
一
者
、

三
嶋
湟
咋
之
女
、
名
勢
夜
陀
多
良
比
売
、
其
容
姿
麗
美
故
、
美

和
之
大
物
主
神
、
見
感
而
、
其
美
人
為
二
大
便
一
之
時
、
化
二
丹

塗
矢
一
、
自
下
其
為
二
大
便
一
之
溝
上
流
下
、
突
二
其
美
人
之
富
登
一

【
此
二
字
以
レ
音
。
下
効
レ
此
】。
爾
、
其
美
人
、
驚
而
、
立
走

伊
須
須
岐
伎
【
此
五
字
以
レ
音
】。
乃
、
将
二
来
其
矢
一
、
置
二
於

床
辺
一
、
忽
成
二
麗
壮
夫
一
。
即
娶
二
其
美
人
一
、
生
子
名
、
謂
二

富
登
多
多
良
伊
須
須
岐
比
売
命
一
。
亦
名
、
謂
二
比
売
多
多
良

伊
須
気
余
理
比
売
一
。【
是
者
、
悪
二
其
富
登
云
事
一
、
後
改
名

者
也
】。
故
、
是
以
謂
二
神
御
子
一
也
。 

（
中
巻　

神
武
天
皇
）

③　

此
天
皇
之
御
世
、
役
病
多
起
、
人
民
為
レ
尽
。
爾
、
天
皇
愁

歎
而
坐
二
神
床
一
之
夜
、
大
物
主
大
神
、
顕
二
於
御
夢
一
曰
、
是
者
、

我
之
御
心
。
故
、
以
二
意
富
多
々
泥
古
一
而
、
令
レ
祭
二
我
前
一
者
、

神
気
、
不
レ
起
、
国
、
亦
、
安
平
。
是
以
、
駅
使
班
二
于
四
方
一
、

求
下
謂
二
意
富
多
々
泥
古
一
人
上
之
時
、
於
二
河
内
之
美
努
村
一
、

見
二
得
其
人
一
、
貢
進
。
爾
、
天
皇
問
賜
之
、
汝
者
、
誰
子
也
、

答
白
、
僕
者
、
大
物
主
大
神
、
娶
二
陶
津
耳
命
之
女
、
活
玉
依

毘
売
一
、
生
子
、
名
櫛
御
方
命
之
子
、
飯
肩
巣
見
命
之
子
、
建

甕
槌
命
之
子
、
僕
、
意
富
多
々
泥
古
、
白
。
於
是
、
天
皇
、
大

歓
以
詔
之
、
天
下
平
、
人
民
栄
、
即
以
二
意
富
多
々
泥
古
命
一
、

為
二
神
主
一
而
、
於
二
御
諸
山
一
、
拝
二
祭
意
富
美
和
之
大
神
前
一
。

　

又
、
仰
二
伊
迦
賀
色
許
男
命
一
、
作
二
天
之
八
十
毘
羅
訶
【
此

三
字
以
レ
音
也
】、
定
二
奉
天
神
・
地
祇
之
社
一
。
又
、
於
二
宇
陀

墨
坂
神
一
、
祭
二
赤
色
楯
・
矛
一
。
又
、
於
二
大
坂
神
一
、
祭
二
黒

色
楯
・
矛
一
。
又
、
於
二
坂
之
御
尾
神
及
河
瀬
神
一
、
悉
無
二
遺
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忘
一
、
以
奉
二
幣
帛
一
也
。
因
レ
此
而
、
役
気
、
悉
息
、
国
家
、

安
平
也
。 

（
中
巻　

崇
神
天
皇
）

④　
（
③
に
続
い
て
）
此
、
謂
二
意
富
多
々
泥
古
一
人
、
所
三
以
知
二

神
子
一
者
、
上
所
レ
云
活
玉
依
毘
売
、
其
容
姿
端
正
。
於
是
、
有
二

壮
夫
一
。
其
形
姿
・
威
儀
、
於
レ
時
無
レ
比
。
夜
半
之
時
、
儵
忽

到
来
。
故
、相
感
、共
婚
供
住
之
間
、未
レ
経
二
幾
時
一
、其
美
人
、

妊
身
。

　

爾
、
父
母
、
怪
二
其
妊
身
之
事
一
、
問
二
其
女
一
曰
、
汝
者
、

自
妊
。無
レ
夫
、何
由
妊
身
乎
。答
曰
、有
二
麗
美
壮
夫
一
。不
レ
知
二

其
姓
・
名
一
。
毎
レ
夕
到
来
、
供
住
之
間
、
自
然
懐
妊
。
是
以
、

其
父
母
、
欲
レ
知
二
其
人
一
、
誨
二
其
女
一
曰
、
以
二
赤
土
一
散
二
床

前
一
、
以
二
閇
蘇
【
此
二
字
以
レ
音
。】
紡
麻
一
貫
レ
針
、
刺
二
其
衣

襴
一
。

　

故
、
如
レ
教
而
、
旦
時
見
者
、
所
レ
著
レ
針
麻
者
、
自
二
戸
之

鈎
穴
一
控
通
而
出
、唯
遺
麻
者
、三
勾
耳
。
爾
、即
知
下
自
二
鈎
穴
一

出
之
状
上
而
、
従
レ
糸
尋
行
者
、
至
二
美
和
山
一
而
、
留
二
神
社
一
。

故
、
知
二
其
神
子
一
。
故
、
因
二
其
麻
之
三
勾
遺
一
而
、
名
二
其
地
一

謂
二
美
和
一
也
【
此
意
富
多
々
泥
古
命
者
、
神
君
・
鴨
君
之
祖
】。

 

（
中
巻　

崇
神
天
皇
）

①
は
本
稿
冒
頭
に
み
た
、「
光
レ
海
依
来
之
神
」
の
登
場
場
面
で

あ
る
。

②
は
、后
を
求
め
る
神
武
天
皇
に
対
し
て
大
久
米
命
が
「
神
御
子
」

と
呼
ば
れ
る
伊
須
気
余
理
比
売
を
紹
介
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
由

来
を
語
る
な
か
で
、伊
須
気
余
理
比
売
の
父
が
「
美
和
之
大
物
主
神
」

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

③
は
、
崇
神
天
皇
の
治
世
に
疫
病
が
流
行
し
、
崇
神
天
皇
の
夢
の

な
か
で
「
大
物
主
大
神
」
が
「
是
者
、
我
之
御
心
」
で
あ
り
、
意
富

多
々
泥
古
を
も
っ
て
自
身
を
祀
ら
し
め
よ
と
語
る
場
面
で
あ
る
。
意

富
多
々
泥
古
が
み
つ
か
り
、
御
諸
山
に
「
意
富
美
和
之
大
神
」
を
祀

ら
せ
る
。

④
は
、
件
の
意
富
多
々
泥
古
の
素
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
活
玉

依
毘
売
の
も
と
に
通
う
「
壮
夫
」
の
着
る
衣
の
裾
に
糸
を
通
し
て
お

き
、
翌
朝
に
な
っ
て
そ
の
あ
と
を
た
ど
っ
た
と
こ
ろ
、
美
和
山
に
た

ど
り
着
く
。
そ
の
た
め
、「
壮
夫
」
の
正
体
が
美
和
山
の
神
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
③
と
④
は
連
続
し
た
内
容
で
あ
り
、
事
実
上
、
一

つ
の
物
語
と
し
て
読
む
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
の
検
討
か
ら
始
め
た
い
。
先
に
み
た
と
お
り
、
問
題
と

な
る
の
は
、
大
物
主
神
の
名
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、「
此
者
、
坐
二
御
諸
山
上
一
神
也
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

古
事
記
中
に
は
当
該
箇
所
以
外
に
も
、
あ
る
神
が
鎮
座
す
る
、
あ
る

い
は
祭
祀
を
う
け
る
旨
の
記
述
が
あ
る
。
以
下
に
そ
の
例
を
示
す
。

⑴
乃
匍
二
匐
御
枕
方
一
、
匍
二
匐
御
足
方
一
而
哭
時
、
於
二
御
涙
一
所

レ
成
神
、
坐
二
香
山
之
畝
尾
木
本
一
、
名
、
泣
沢
女
神
。

 

（
上
巻　

伊
耶
那
岐
命
と
伊
耶
那
美
命
）
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⑵
次
、
於
二
水
底
一
滌
時
、
所
レ
成
神
名
、
底
津
綿
［
上
］
津
見
神
。

次
、
底
箇
之
男
命
。
於
レ
中
滌
時
、
所
レ
成
神
名
、
中
津
綿
［
上
］

津
見
神
。
次
、
中
箇
之
男
命
。
於
二
水
上
一
滌
時
、
所
レ
成
神
名
、

上
津
綿
［
上
］
津
見
神
【
訓
レ
上
云
二
宇
閇
一
】。
次
、
上
箇
之

男
命
。
此
三
柱
綿
津
見
神
者
、
阿
曇
連
等
之
祖
神
以
伊
都
久
神

也
【
伊
以
三
字
以
レ
音
。
下
効
レ
此
】。
故
、
阿
曇
連
等
者
、
其

綿
津
見
神
之
子
、
宇
都
志
日
金
析
命
之
子
孫
也
【
宇
都
志
三
字

以
レ
音
】。
其
底
箇
之
男
命
・
中
箇
之
男
命
・
上
箇
之
男
命
三

柱
神
者
、
墨
江
之
三
前
大
神
也
。 
（
上
巻　

伊
耶
那
岐
命
と
伊

耶
那
美
命
）

⑶
故
、
其
伊
耶
那
岐
大
神
者
、
坐
二
淡
海
之
多
賀
一
也
。

 

（
上
巻　

伊
耶
那
岐
命
と
伊
耶
那
美
命
）

⑷
故
、
其
、
先
所
レ
生
之
神
、
多
紀
理
毘
売
命
者
、
坐
二
胸
形
之

奥
津
宮
一
。
次
、市
寸
島
比
売
命
者
、坐
二
胸
形
之
中
津
宮
一
。
次
、

田
寸
津
比
売
命
者
、
坐
二
胸
形
之
辺
津
宮
一
。
此
三
柱
神
者
、

胸
形
君
等
之
以
伊
都
久
三
前
大
神
者
也
。

 

（
上
巻　

天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
）

⑸
故
、
其
大
年
神
、（
中
略
）
又
、
娶
二
天
知
迦
流
美
豆
比
売
一
【
訓

レ
天
如
レ
天
。
亦
レ
自
知
下
六
字
以
レ
音
】、
生
子
、
奥
津
日
子
神
。

次
、
奥
津
比
売
命
、
亦
名
、
大
戸
比
売
神
。
此
者
、
諸
人
以
拝

竃
神
者
也
。
次
、
大
山
［
上
］
咋
神
、
亦
名
、
山
末
之
大
主
神
。

此
神
者
、
坐
二
近
淡
海
国
之
日
枝
山
一
、
亦
、
坐
二
葛
野
之
松
尾
一
、

用
二
鳴
鏑
一
神
者
也
。 

（
上
巻　

大
国
主
神
）

い
ず
れ
の
例
も
名
が
明
確
で
あ
っ
て
、
①
の
特
異
性
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
に
従
え
ば
、
た
と
え
ば
「
此
者
、
大
物
主
神
。

坐
二
御
諸
山
上
一
神
也
」
と
い
っ
た
表
現
の
仕
方
も
可
能
で
あ
っ
た

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
挙
げ
た
例
は
、
そ
れ
ま

で
の
文
脈
で
名
を
示
す
こ
と
の
必
然
性
が
あ
っ
た
り
、
系
譜
叙
述
の

な
か
で
の
掲
出
で
あ
っ
た
り
し
て
、
①
と
同
じ
扱
い
を
す
る
こ
と
に

慎
重
で
あ
る
必
要
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
表
現
の
か
た
ち
に
目
を
向

け
た
い
。

右
の
挙
例
で
は
、
い
ず
れ
も
文
の
書
き
ぶ
り
に
統
一
し
た
意
識
は

み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、「
其
」「
此
」
と
い
っ
た
指
示
語
の
使
用
は

参
考
に
す
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、（
4
）
の
場
合
、

こ
の
箇
所
に
先
行
し
て
天
照
大
御
神
と
須
佐
之
男
命
と
に
よ
る
ウ
ケ

ヒ
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
多
紀
理
毘
売
命
ら
三
柱
の
女
神
が
誕
生

す
る
。
そ
の
文
脈
を
指
し
て
「
其
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

三
女
神
の
鎮
座
を
語
っ
た
の
ち
、
そ
の
鎮
座
す
る
「
三
柱
神
」
を
指

し
て
「
此
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
毛
利
正
守
（
一
九
六
九
）
の
整

理
に
従
え
ば
、「
其
」
は
「「
先
行
の
、
時
に
後
行
の
表
現
内
容
に
関

す
る
」
文
脈
指
示
」、「
此
」
は
「「
発
言
の
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
場
合

に
存
在
す
る
対
象
に
関
す
る
」
現
場
指
示
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
任
意
の
神
の
鎮
座
・
祭
祀
を
示
す
と
き
、

そ
れ
が
な
に
を
承
け
て
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
問
う
必
要
が
あ
る
。
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あ
ら
た
め
て
①
に
目
を
向
け
れ
ば
、「
此
者
、
坐
二
御
諸
山
上
一
神

也
」
と
あ
っ
て
、
直
前
の
場
面
を
承
け
て
「
坐
二
御
諸
山
上
一
神
」

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
此
」
が
指
示
す
る
の
は
「
吾
者
、伊
二

都
岐
奉
于
倭
之
青
垣
東
山
上
一
」
に
よ
っ
て
祭
祀
を
う
け
る
神
と
解

す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
神
が
祭
祀
を
要
求
す
る

の
は
、「
能
共
与
相
作
成
」、
す
な
わ
ち
大
国
主
神
と
と
も
に
国
を
作

る
こ
と
と
引
き
替
え
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
坐
二
御
諸
山
上
一
神
」
と
し
て
提
示
さ

れ
る
の
は
、
国
作
り
の
成
就
が
前
提
と
し
て
あ
る
と
認
め
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
谷
口
（
二
〇
〇
八
）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は

「
倭
」
の
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。
舞
台
は
出
雲
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
神
が
「
倭
」
に
祀
ら
れ

る
こ
と
を
明
示
す
る
の
は
、
中
巻
の
崇
神
天
皇
条
に
お
け
る
祭
祀
記

事
と
の
連
続
性
を
保
証
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

当
該
条
は
、
倭
に
あ
っ
て
鎮
座
し
、
そ
し
て
国
作
り
の
成
就
を
保

証
す
る
も
の
が
、
そ
の
名
は
示
さ
れ
ず
に
存
在
の
み
が
提
示
さ
れ
て

い
る
、
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
名
を
示
さ
な
い
理
由
は
、
中
巻

に
お
け
る
大
物
主
神
の
在
り
よ
う
、
ま
た
古
事
記
に
お
け
る
名
と
称

の
使
用
と
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

次
節
に
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

②
で
は
、
初
め
て
「
大
物
主
神
」
の
名
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は

ま
ず
、
天
皇
が
大
后
を
求
め
、
そ
れ
が
「
神
御
子
」
た
る
女
で
あ
っ

た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
毛
利
（
二
〇
〇
二
）
は
、
伊
須
気

余
理
比
売
が
「
神
御
子
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
皇
統
に
繋
が

る
子
ゆ
え
に
「
御
子
」
と
記
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

同
じ
く
大
物
主
神
の
子
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
神
子
」
と
あ
っ

て
「
神
御
子
」
と
さ
れ
な
い
意
富
多
々
泥
古
と
の
差
を
根
拠
と
し
て

い
る
。
論
者
も
ま
た
、
植
田
（
二
〇
一
三
Ａ
）
の
な
か
で
、
古
事
記

に
お
い
て
「
御
子
」
の
語
が
、
親
が
天
皇
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
親

が
天
皇
で
な
い
も
の
の
子
が
天
皇
位
に
就
く
と
き
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
を
確
認
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
御
子
」
の
語
に
こ
め
ら
れ
た
敬

意
は
親
で
あ
る
大
物
主
神
で
は
な
く
、
皇
統
に
向
い
て
い
る
こ
と
に

な
る
。

次
に
、
④
と
も
あ
わ
せ
て
、
古
事
記
に
お
け
る
婚
姻
の
か
た
ち
に

つ
い
て
も
確
認
し
よ
う
。
古
事
記
に
は
多
く
、
婚
姻
に
か
か
わ
る
物

語
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
右
に
示
し
た
②
お
よ
び
④
で
も
端
的

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
夫
と
な
る
男
が
何
者
で
あ
る
の
か
が

明
示
さ
れ
る
必
要
、
ま
た
は
女
の
親
が
そ
れ
を
認
識
し
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
た
と
え
ば
、上
巻
で
火
遠
理
命
が
海
神
の
国
に
赴
い
た
際
、

婢
と
豊
玉
毘
売
は
火
遠
理
命
に
対
し
て
「
麗
壮
夫
」「
麗
人
」
と
の

み
表
現
す
る
が
、
海
神
は
「
此
人
者
、
天
津
日
高
之
御
子
、
虚
空
津

日
高
矣
」
と
し
て
、
そ
の
正
体
を
見
抜
い
て
い
る
。
ま
た
、
中
巻
・

応
神
天
皇
条
で
も
、
応
神
天
皇
が
矢
河
枝
比
売
に
出
会
い
、「
吾
明
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日
還
幸
之
時
、
入
二
坐
汝
家
一
」
と
語
り
か
け
た
の
ち
、
矢
河
枝
比

売
が
そ
の
様
子
を
父
親
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
、
父
親
は
正
し
く
応
神

天
皇
の
正
体
を
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
②
も
④
も
作
品
の
規
制
に
従
っ
た
と
も
解

さ
れ
る
が
、
②
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、「
御
子
」
の
語
と
あ
わ
せ
て

理
解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
初
代
の
天
皇
が
大
物
主
神
の
血
を
自
ら

皇
統
に
組
み
込
む
、
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
事
実
、
神
武
天
皇
崩
御

の
の
ち
、
皇
位
の
簒
奪
を
企
て
た
当
芸
志
美
々
命
に
対
し
て
、
大
物

主
神
の
血
を
承
け
る
神
沼
河
耳
命
が
そ
れ
を
阻
止
し
、
そ
し
て
以
後

の
皇
統
の
礎
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
条
に
お
い
て
大
物
主
神
は
、
求
婚
の
た
め
に
積
極
的
な

働
き
を
す
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
神
で
あ

る
の
か
が
明
確
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
。
そ

の
た
め
、
つ
づ
い
て
③
に
お
け
る
大
物
主
神
の
あ
り
方
を
検
討
し
た

い
。③

に
つ
い
て
は
、
①
と
の
関
係
を
考
え
た
と
き
、
上
巻
に
お
い
て

祀
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
神
が
こ
こ
に
お
い
て
漸
く
祭
祀
を
う
け
る
、

と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
上
巻
の
大
国
主
神
の
段
で
は
国

作
り
が
完
成
せ
ず
、
こ
の
中
巻
・
崇
神
天
皇
の
条
に
お
い
て
決
着
す

る
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
祀
ら
れ
な
か
っ

た
神
は
な
ぜ
、
崇
神
天
皇
の
段
に
い
た
る
ま
で
疫
病
の
流
行
を
さ
せ

な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
神
武
天
皇
条
に
お
い
て
、
そ
の
血
を
皇

統
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
る
。
ま

た
④
で
は
、
通
っ
て
き
た
壮
夫
が
美
和
の
神
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の

だ
か
ら
、
崇
神
天
皇
条
以
前
の
時
点
で
「
美
和
」
に
「
神
」
が
鎮
座

し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
先
に
も
み
た
と
お
り
、
上
巻
に

お
い
て
、
大
物
主
神
（
御
諸
山
の
神
）
の
祭
祀
は
、
一
応
の
成
就
が

あ
っ
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
先
行
研
究
で
は
、
大
物
主
神
を
大
い
な
る
祟
り
神
と
し
て

捉
え
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
益
田
勝
実
（
一
九
七
六
）
は
、

大
物
主
神
を
「
た
た
り
ガ
ミ
中
の
た
た
り
ガ
ミ
、
疫
癘
を
も
た
ら
す

悪
神
」
ま
た
「
病
気
、
す
な
わ
ち
モ
ノ
ノ
ケ
の
原
因
で
あ
る
モ
ノ
そ

の
も
の
の
神
格
化
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
と
ら
え

方
の
根
拠
の
一
つ
と
な
る
の
が
、
③
の
条
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
疫

病
の
流
行
と
そ
れ
に
よ
る
人
民
の
窮
状
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
愁
う
天

皇
の
夢
に
お
い
て
、
大
物
主
神
は
「
我
之
御
心
」
の
故
と
述
べ
る
。

た
だ
し
、
前
節
に
も
み
た
と
お
り
、
近
年
の
諸
研
究
で
は
、
大
物
主

神
を
た
だ
負
の
存
在
と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
正
の
存
在
と
し
て

捉
え
る
傾
向
が
あ
る
。

改
め
て
こ
の
段
の
末
尾
を
み
れ
ば
、
天
皇
は
啓
示
に
基
づ
い
て
天

神
・
地
祇
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
の
祭
祀
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、「
役

気
悉
息
、国
家
安
平
也
」と
い
う
結
末
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
神
々

へ
の
祭
祀
は
、
た
だ
負
の
状
態
を
平
常
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
正

の
状
態
へ
と
変
転
さ
せ
る
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
契
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機
で
あ
り
、
中
心
に
あ
る
の
が
、「
大
物
主
大
神
」
で
あ
る
。

改
め
て
、
こ
の
神
の
描
写
に
目
を
向
け
れ
ば
、
①
で
は
名
が
示
さ

れ
ず
「
坐
二
御
諸
山
上
一
神
」
と
あ
り
、
②
で
は
「（
美
和
之
）
大
物

主
神
」、
そ
し
て
③
で
は
「
大
物
主
大
神
」
と
、
場
面
ご
と
に
呼
ば

れ
か
た
が
異
な
る
。
ま
た
、「
神
」
か
ら
「
大
神
」
へ
と
変
化
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
大
物
主
神
の

段
階
的
な
変
化
・
成
長
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
物
主
神
に
つ
い
て
の
物
語
と
、
そ
の
名
称
の
変

化
を
み
た
う
え
で
、
次
節
で
は
古
事
記
に
お
け
る
名
と
称
と
の
あ
り

方
に
つ
い
て
考
え
、
大
物
主
神
の
在
り
よ
う
を
考
え
た
い
。

３
．
名
と
称

旧
稿
と
内
容
に
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、論
考
の
必
要
か
ら
、

改
め
て
古
事
記
に
お
け
る
名
と
称
の
あ
り
方
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

き
た
い
。

ま
ず
、
上
巻
の
「
坐
二
御
諸
山
上
一
神
」
と
同
様
に
、
古
事
記
中

に
お
い
て
そ
の
名
が
示
さ
れ
な
い
例
の
検
討
か
ら
始
め
る
。
も
っ
と

も
端
的
な
例
は
、「
天
皇
」
で
あ
る
。
初
代
に
あ
た
る
神
武
天
皇
を

除
き
、
い
ず
れ
の
天
皇
も
、
即
位
の
際
に
「
神
沼
河
耳
命
、
坐
二
葛

城
高
岡
宮
一
、
治
二
天
下
一
也
。」（
中
巻
・
綏
靖
天
皇
条
）
の
よ
う
に
、

冒
頭
に
そ
の
名
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
後
は
、
当
該
の
人
物
を
示
す
際

は
も
っ
ぱ
ら
「
天
皇
」
と
し
、
そ
の
名
を
示
す
こ
と
が
な
い
。
こ
れ

は
、
あ
る
皇
子
が
天
皇
と
な
っ
た
の
ち
は
、
そ
の
個
別
性
を
超
越
し

て
、「
天
皇
」
と
し
て
連
続
す
る
王
権
を
体
現
す
る
存
在
と
な
っ
た

こ
と
を
示
す
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

即
位
し
た
「
天
皇
」
以
外
で
は
、「
本
牟
智
和
気
命
」（
中
巻
・
垂

仁
天
皇
条
）
と
「
品
陀
和
気
命
」（
中
巻
・
仲
哀
天
皇
条
）
の
例
が

あ
る
。
い
ず
れ
も
皇
子
で
あ
り
、そ
の
系
譜
に
名
が
示
さ
れ
な
が
ら
、

物
語
の
な
か
で
は
「（
大
）
御
子
」
と
、
称
で
の
み
示
さ
れ
る
。
こ

の
二
人
の
「
御
子
」
に
つ
い
て
は
、
植
田
（
二
〇
一
三
Ｂ
）
で
論
じ

た
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
、
そ
の
結
論
を
簡
略
に
示
す
と
、
本
牟
智
和

気
命
に
つ
い
て
は
、
そ
の
母
が
王
権
へ
の
反
逆
者
と
な
っ
た
た
め
、

名
付
け
に
よ
る
力
の
付
与
を
行
わ
な
い
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
も
の
と

考
え
た
。
ま
た
、
品
陀
和
気
命
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
の
ち
に
み

る
、
神
武
天
皇
の
例
を
参
考
に
、
そ
の
名
を
示
さ
な
い
こ
と
で
成
長

の
段
階
を
示
す
も
の
と
し
て
考
え
た
。
い
ず
れ
も
、
名
を
示
さ
な
い

こ
と
に
文
脈
上
の
意
味
づ
け
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
な
例
で
あ
っ

た
。ま

た
、
自
ら
が
何
者
で
あ
る
か
を
語
る
場
面
に
お
い
て
、
名
で
は

な
く
称
を
示
す
例
が
あ
る
。
上
巻
の
須
佐
之
男
命
に
関
わ
る
物
語
の

例
で
、
足
名
椎
神
が
「
不
レ
覚
二
御
名
一
」
と
発
言
し
た
の
に
対
し
、

須
佐
之
男
命
が
「
吾
者
、
天
照
大
御
神
之
伊
呂
勢
者
也
」
と
、
名
で

は
な
く
、天
照
大
御
神
の
イ
ロ
セ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
場
面
で
あ
る
。
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爾
、
速
須
佐
之
男
命
、
詔
二
其
老
夫
一
、
是
、
汝
之
女
者
、
奉
二

於
吾
一
哉
。
答
白
、
恐
。
亦
、
不
レ
覚
二
御
名
一
。
爾
、
答
詔
、

吾
者
、天
照
大
御
神
之
伊
呂
勢
者
也
。【
自
レ
伊
下
三
字
以
レ
音
。】

故
、
今
自
レ
天
降
坐
也
。
爾
、
足
名
椎
・
手
名
椎
神
白
、
然
坐
者
、

恐
。
立
奉
。

こ
の
例
に
つ
い
て
も
、
植
田
（
二
〇
一
四
）
で
考
察
を
行
っ
た
。
そ

こ
で
は
、
高
天
原
で
の
暴
虐
神
と
し
て
の
「
須
佐
之
男
命
」
で
は
な

く
、
至
高
神
た
る
「
天
照
大
御
神
」
の
イ
ロ
セ
と
し
て
、
天
神
に
類

す
る
神
と
し
て
の
造
形
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
結
論
と
し
て
得
た
。

ま
た
、
こ
の
須
佐
之
男
命
に
つ
い
て
は
、
大
物
主
神
の
造
形
と
類

似
す
る
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
終
的
に
「
大
神
」
と
称
さ
れ
る

存
在
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
須
佐
之
男
命
は
根
之
堅
州
国
へ
と
赴
く

ま
で
は
名
で
呼
ば
れ
、
そ
し
て
大
穴
牟
遅
神
が
大
国
主
神
へ
と
成
長

す
る
物
語
の
な
か
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
大
神
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
名
の
示
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
な
く
、
大
穴
牟
遅
神
に
試
練
を
課

す
神
、
そ
し
て
大
穴
牟
遅
神
を
予
祝
す
る
神
と
し
て
描
か
れ
る
。
根

之
堅
洲
国
を
主
宰
す
る
「
大
神
」
と
し
て
、
そ
の
存
在
は
抽
象
化
さ

れ
て
い
る
、
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

毛
利
（
二
〇
〇
四
）
は
、
待
遇
表
現
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、

こ
れ
ら
の
神
（
引
用
者
注
・「
大
神
」
の
称
号
を
付
さ
れ
る
神
）

に
つ
い
て
は
、
そ
の
称
号
を
固
定
さ
せ
ず
、
文
脈
に
沿
っ
て
、

ま
た
登
場
す
る
他
の
神
々
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
変
化
さ
せ
、

そ
の
場
面
に
、
よ
り
相
応
し
い
称
号
を
与
え
る
と
い
っ
た
古
事

記
の
基
本
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
須
佐
之
男
命
・
大
物
主
神
の
い
ず
れ
も
、
場
面
に

よ
っ
て
そ
の
称
号
が
異
な
る
。
須
佐
之
男
命
は
根
之
堅
州
国
の
「
大

神
」
と
し
て
、
大
物
主
神
は
天
皇
の
祭
祀
を
う
け
る
「
大
神
」
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。

同
じ
対
象
に
つ
い
て
段
階
的
に
そ
の
呼
び
方
が
変
化
す
る
も
の
と

し
て
は
、
大
国
主
神
と
神
武
天
皇
の
例
が
あ
る
。
大
国
主
神
は
、
上

巻
の
須
佐
之
男
命
の
系
譜
の
な
か
で
、

大
国
主
神
。
亦
名
、
謂
二
大
穴
牟
遅
神
一
、【
牟
遅
二
字
以
レ
音
】

亦
名
、
謂
二
葦
原
色
許
男
神
一
、【
色
許
二
字
以
レ
音
】、
亦
名
、

謂
二
八
千
矛
神
一
、
亦
名
、
謂
二
宇
都
志
国
玉
神
一
【
宇
都
志
三

字
以
レ
音
】、
并
有
二
五
名
一
。

と
、
他
の
四
つ
の
名
と
と
も
に
、
そ
の
名
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
直
後

の
物
語
で
は
、

故
、
此
大
国
主
神
之
兄
弟
、
八
十
神
坐
。
然
、
皆
、
国
者
避
二

於
大
国
主
神
一
。
所
二
以
避
一
者
、
其
八
十
神
、
各
有
下
下
欲
レ
婚
二

稲
羽
之
八
上
比
売
一
之
心
上
、
共
行
二
稲
羽
一
時
、
於
二
大
穴
牟
遅

神
一
負
レ
袋
、
為
二
従
者
一
、
率
往
。

と
し
て
、
最
初
に
物
語
の
概
略
を
示
す
と
き
に
は
「
大
国
主
神
」
と

し
て
、
物
語
の
冒
頭
は
「
大
穴
牟
遅
神
」
と
し
て
語
り
始
め
る
の
で
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あ
る
。
以
下
、
根
之
堅
州
国
に
あ
っ
て
、
そ
の
国
の
大
神
（
須
佐
之

男
命
）
に
「
意
礼
【
二
字
以
音
】
為
二
大
国
主
神
一
、
亦
為
二
宇
都
志

国
玉
神
一
而
」
と
言
わ
れ
、
国
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
大
国
主
神
」

と
な
る
。
な
お
、
こ
の
神
は
根
之
堅
州
国
の
大
神
に
初
め
て
対
面
し

た
と
き
に
は
「
葦
原
色
許
男
命
」、
高
志
国
の
沼
河
比
売
に
求
婚
す

る
際
は
「
八
千
矛
神
」
と
称
さ
れ
る
が
、
国
作
り
あ
る
い
は
国
譲
り

の
場
面
で
は
「
大
国
主
神
」
と
呼
ば
れ
る
。

神
武
天
皇
の
呼
ば
れ
方
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
夙
に
吉
井
巌

（
一
九
九
二
）
の
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
巻
末
か
ら
中
巻
の

冒
頭
で
は
「
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
、
熊
野
で

の
受
難
を
乗
り
越
え
る
と
「
天
神
御
子
」、
そ
し
て
皇
位
に
即
位
す

る
と
「
天
皇
」
と
な
る
。
ま
た
「
天
神
御
子
」
に
つ
い
て
は
毛
利

（
一
九
九
〇
）
に
お
い
て
、「
天
神
の
御
子
」
と
の
差
異
を
中
心
と
し

て
、
古
事
記
の
文
脈
上
に
お
け
る
意
味
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
神
武
天
皇
が
「
天
神
の
御
子
」
で
は
な
く
「
天
神
御
子
」
と
称

さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
天
照
大
御
神
を
至
高
神
と
す
る
「
天
神
」
に

列
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
正
統
な
血
脈
に
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

神
武
天
皇
は
、
当
初
は
皇
子
の
ひ
と
り
と
し
て
「
神
倭
伊
波
礼
毘

古
命
」
と
名
で
示
さ
れ
る
が
、
苦
難
を
乗
り
越
え
て
成
長
す
る
こ
と

で
「
天
神
御
子
」
と
な
り
、
そ
し
て
永
続
的
な
「
天
皇
」
の
初
代
と

し
て
造
形
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
大
物
主
神
の
例
を
み
れ
ば
、
大
国
主
神
に
対
し
て

国
作
り
へ
の
助
力
と
引
き
替
え
に
自
ら
の
祭
祀
を
要
請
す
る
場
面

（
上
巻
）
で
は
名
が
記
さ
れ
な
い
。
神
武
天
皇
の
皇
妃
の
祖
先
神
と

し
て
、「
大
物
主
神
」
と
そ
の
名
が
初
め
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
の
血
を

承
け
た
子
が
反
逆
者
を
討
つ
。
そ
し
て
中
巻
の
崇
神
天
皇
条
に
お
い

て
「
大
物
主
大
神
」
と
し
て
現
れ
、
天
下
の
動
静
を
左
右
す
る
。
さ

ら
に
は
、
天
下
の
祭
祀
の
中
心
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
い
て
そ
の
称
と
名
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
そ
れ
を
連
続
し
た
も
の
と
し
て
み
た
と
き
に
、
そ
の
成
長
が
看
取

さ
れ
る
結
構
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
古
事
記
に
お
け
る
大
物
主
神
に
つ
い
て
、
そ
の
名
と
称
の

示
さ
れ
方
を
み
て
き
た
。
従
来
の
考
え
方
で
は
、
大
物
主
神
を
祟
り

神
と
し
て
捉
え
、負
の
側
面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

壬
生
（
一
九
七
七
）
ま
た
矢
嶋
（
一
九
八
〇
）
等
に
み
ら
れ
る
と
お

り
、古
事
記
の
大
物
主
神
は
単
に
疫
病
を
も
た
ら
す
存
在
で
は
な
く
、

そ
の
力
は
負
に
も
正
に
も
働
き
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

上
巻
で
最
初
に
現
れ
る
大
物
主
神
は
そ
の
名
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
を

確
認
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
小
濱
（
二
〇
〇
七
Ａ
）
あ
る
い
は

谷
口
（
二
〇
〇
八
）
も
注
目
し
て
お
り
、
祭
祀
の
あ
り
方
と
名
の
示
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さ
れ
方
と
に
関
連
性
を
み
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
所
説
を
承

け
、
大
物
主
神
の
名
と
称
の
在
り
よ
う
を
、
特
に
古
事
記
中
に
お
け

る
名
と
称
の
扱
わ
れ
方
か
ら
考
察
し
た
。

大
物
主
が
い
ま
だ
名
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
と
き
、

そ
の
存
在
は
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
。
国
作
り
に
つ
い
て
い
か
な
る
力

を
発
揮
し
た
の
か
も
不
分
明
で
あ
る
。
そ
の
神
は
、
名
が
明
ら
か
に

な
る
に
つ
れ
て
、
実
体
的
な
活
動
を
行
う
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は

「
大
神
」と
し
て
示
現
す
る
。そ
の
名
の
示
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
は
、

そ
の
力
が
完
全
に
固
定
さ
れ
て
い
な
い
神
で
あ
り
、
祭
祀
を
う
け
る

こ
と
で
よ
う
や
く
、
初
国
し
ら
し
め
す
天
皇
に
寄
与
す
る
も
の
と
し

て
形
作
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
そ
の
神
の
あ
り
方
に
は
、「
大
物
主
」

と
い
う
名
と
同
時
に
「
御
諸
」
あ
る
い
は
「
美
和
」
と
の
関
わ
り
が

強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
神
を
め

ぐ
る
四
つ
の
物
語
で
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
神
が
「
御
諸
」
あ
る
い
は

「
美
和
」
と
い
う
場
所
に
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
神
は
そ
の
土
地
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
霊
力
を
発
動
す

る
神
で
あ
る
、と
い
え
る
。
名
が
つ
け
ら
れ
、か
つ
「
御
諸
」「
美
和
」

の
神
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
霊
異
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ

た
。
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